
事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入くだ
さい。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入
ください。

(1)
障害福祉サービス等の推

進
障がい福祉課

　障害者総合支援法に基づく居宅介護、生活介護や短期入所等の介護給付及び就労移
行支援、就労継続支援や共同生活援助等の訓練等給付、また児童福祉法に基づく児童
発達支援や放課後等デイサービス等の各種サービスの支給を行っています。

障害者自立支援介護給付事業
障害者自立支援訓練等給付事業

3

R6支給決定数
者　1,173件
児　1,257件

引き続き事業を実施していく

(2) 地域生活支援事業の推進 障がい福祉課

　障がいのある人が自立した日常・社会生活を営むことができるように、地域活動支
援センター、移動支援、日中一時支援及び訪問入浴等の事業を行っています。

移動支援事業
地域活動支援センター（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型）事業
日中一時支援事業
訪問入浴サービス事業 3

移動支援事業：１０３人（実）
地域活動支援センター
Ⅰ型：５人　Ⅱ型：１９人　Ⅲ型：３人
（実）
日中一時支援事業：１６５名
訪問入浴サービス事業：５名

引き続き事業を実施していく

(3)
住民参加型在宅福祉サー

ビス
社会福祉協議会

　高齢者や障がいのある人、一人親世帯、乳幼児又は妊産婦のいる世帯等の在宅生活
を支援するため、有償ボランティアによる継続的な家事援助等の「ゆうゆうサービ
ス」や、ちょっとした困りごとを解消する「ワンコインサービス」を提供していま
す。

1.ゆうゆうサービス
2.ワンコインサービス

1

１．利用会員：70名、協力会員：36
名、活動件数892件
２．活動件数629件

引き続き事業を継続していく。

(4)
生活を支援するための用

具の給付
障がい福祉課

　障がいのある人が日常生活を送るうえで、その障がいの特性に応じて必要な用具の
購入等のための助成を行っています。

印西市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金交付事業

3

令和６年度実績：3名 引き続き事業を実施していく

(5) 緊急通報装置の設置
障がい福祉課
高齢者福祉課

　身体障害者手帳の1、2 級の交付を受け、かつ在宅で一人暮らしをしている人や65
歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯等に対し、緊急時の連絡のため
の通報装置を設置しています。

緊急通報装置設置等サービス事業

3

【障がい福祉課】
R6年度実績：１名
【高齢者福祉課】
新規登録者　51名

引き続き事業を継続していく。

(6) 事業者への支援 障がい福祉課

　市内で、新たに障害福祉サービスを提供しようとする社会福祉法人・NPO 法人等
に対し、施設の整備や受け入れ体制に関わる補助（一部）を行っています。

障害者（児）援護施設整備事業

3

R６年度実績：１件　19,048,000円 引き続き事業を実施していく

(7) 配食サービスの推進
障がい福祉課
高齢者福祉課

　障がいのある人または高齢者のみの世帯、もしくは障がいのある人と高齢者のみで
構成される世帯に対し、栄養バランスのとれた食事（夕食に限る）を提供するサービ
スを行っています。

配食サービス事業

3

【障がい福祉課】
R6年度実績：５名
【高齢者福祉課】
新規登録者　43名

引き続き事業を継続していく。

(1)
ふれあいバスの利便性向

上
交通政策課

　ふれあいバスの路線、運行時刻及び車両等について、利用者の要望を踏まえながら
検討し、利便性の向上に努めています。
　また、2017（平成２９）年度より、ふれあいバス全6 ルートを運行するすべての
車両が、障がいのある人や高齢者に優しいノンステップバスとなっています。

・ふれあいバス運行事業
・タクシー利用助成事業

3

・ふれあいバス６ルートを運行した（R６
年度の利用者数275,902人）。
・R5年11月からR7年３月までタクシー
利用助成事業の実証実験を実施した。

引き続き事業を継続していく。

(2) 外出支援サービスの推進
障がい福祉課
高齢者福祉課

　医療機関への通院、公共施設の利用等のために、介助なしで公共交通機関を利用す
ることが困難な方（主に要介護認定者）に対して、送迎サービスを提供しています。

外出支援事業

3

【障がい福祉課】
R６年度実績：２名
【高齢者福祉課】
延べ利用件数　334件

引き続き事業を継続していく。

(3)
福祉カーの貸与・車いす
対応車両の貸出

障がい福祉課
高齢者福祉課

社会福祉協議会

　心身に障がいのある人及び高齢者が積極的に外出できるよう、リフト付きワゴン車
を貸出しています。また、社会福祉協議会では車いす対応車両の貸出も行っていま
す。

【障がい福祉課・高齢者福祉課】
福祉カー貸付事業

【社会福祉協議会】
福祉車輌の貸出

3

【障がい福祉課】
延べ利用件数：１件
【高齢者福祉課】
延べ利用件数：10件
※車両入替による中断期間あり（R6.10
月～R7.2月）
【社会福祉協議会】
福祉車輌の老朽化による不具合のため、
貸出件数は1件となり、以後貸出は中止と
なった。

【障がい福祉課・高齢者福祉課】
引き続き事業を継続していく。

【社会福祉協議会】
事業の継続に向けて新規車両の配備を図
る。

取組１　日常生活を支える福祉サービスの充実

進捗確認表【基本目標１】　印西市障がい者プラン

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和６年度の評価

基本目標１　自立した生活の支援・意思決定の支援

施策１　日常生活支援

取組２　外出の支援

1



(4) 福祉タクシー
障がい福祉課
高齢者福祉課

　重度の心身障がいのある人や要介護１以上の要介護認定者を対象に、福祉タクシー
利用券を交付し、乗車料金の一部を助成しています。

福祉タクシー事業

3

【障がい福祉課】
利用枚数　3,859枚
【高齢者福祉課】
利用枚数　3,838枚

引き続き事業を継続していく。

(1)
障害福祉サービスの利用
者負担及び負担軽減措置

障がい福祉課

① 利用者負担の月額上限の設定（介護給付事業、訓練等給付事業）
　障がいのある人の属する世帯の収入等に応じて、月額負担額の上限が設定されてい
ます。
② 高額障害福祉サービス費の負担軽減
　同世帯に障害福祉サービスの利用者が複数いる場合等、合算した額が月額負担額の
上限を超えた際に、高額障害福祉サービス費を支給します。また、一定の要件を満た
す場合に介護保険サービスの利用者負担（一部）に対する高額障害福祉サービス費を
支給します。
③ 入所施設利用者への補足給付
　本人または保護者（利用者本人が 20 歳未満の場合）の所得階層により、食費や光
熱水費の一部が減免されます。
④ 通所施設等の食費負担の軽減
　通所施設、ショートステイ、児童発達支援、医療型児童発達支援等の利用者の所得
階層により、食費の人件費相当分が公費負担となります。
⑤ グループホーム入居者への家賃助成
　グループホームに入居する非課税世帯に属する人に対し、家賃の一部を助成しま
す。
⑥ 施設への通所に係る交通費助成
　施設通所に係る交通費の一部を助成します。

障害者自立支援介護給付事業
障害者自立支援訓練等給付事業
高額障害者福祉サービス等給付
障害者グループホーム等入居者家賃助成事業
心身障害者（児）施設通所に係る交通費助成事業

3

①所得区分に応じた利用者上限負担額を
設定している。
②利用者負担額を超えた部分について、
利用者からの請求により高額障害者福祉
サービス費を給付している。
③所得に応じた入所施設利用者への補足
給付を設定している。
④所得区分に応じた食費軽減措置を実施
している。
⑤障害者グループホーム等入居者家賃助
成事業　Ｒ６年度実績　１３６人
心身障害者（児）施設通所に係る交通費
助成事業
Ｒ６年度実績：195人

引き続き事業を実施していく

(2)
低所得者の利用者負担軽

減対策事業
高齢者福祉課

　ホームヘルプサービスを利用していた障がいのある人が介護保険の対象となり、訪
問介護サービスを利用することとなった場合、低所得者に対する利用負担の軽減を図
ります。

訪問介護に係る特別対策事業

5

申請がなかったため。 対象者の把握に努めるとともに、効果的
な周知の方法について検討します。

(3) 各種福祉手当 障がい福祉課

① 特別障害者手当
　在宅で生活している著しい重度の心身障がいのある人で、日常生活において常時特
別の介護を必要とする20 歳以上の方に対し、手当を支給します。
② 障害児福祉手当
　在宅で生活している重度の障がいのある人（児）で、日常生活において常時介護を
必要とする20 歳未満の方に対し、手当を支給します。
③ ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当
　在宅でねたきりとなっている身体に障がいのある人及び重度の知的障がいのある
人、またはその人を介護している方に手当を支給します。
④ 特別児童扶養手当
　中度以上の身体・知的・精神に障がいのある20 歳未満の児童を扶養する父母また
は養育者に手当を支給します。
⑤ 心身障害者扶養年金
　心身の障がいにより独立して自活することが困難な方を扶養している方が毎月一定
額の掛金を納めることにより、扶養者に万一のことがあった場合、後に残された心身
に障がいのある人に一定額の年金を給付します。
⑥ 特定疾患見舞金
　千葉県が発行している特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給者証、
千葉県小児慢性特定疾病医療券受給者証又は先天性血液凝固因子障害等受給者証を所
持し治療を受けている方、またはその保護者に対し、見舞金を支給します。

①特別障害者手当
②障害児福祉手当
③ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者福祉手当
④特別児童扶養手当
⑤心身障害者扶養年金事業
⑥特定疾患見舞金

3

①特別障害者手当（66人）
②障害児福祉手当（54人）
③ねたきり身体障害者及び在宅重度知的
障害者福祉手当（64人）
④特別児童扶養手当（190人）
⑤心身障害者扶養年金事業 （21名）
⑥特定疾患見舞金（延７１４人）

引き続き事業を継続していく。

(4) 租税公課等の減免 課税課

① 税の控除（特別障害者控除、障害者控除）
　本人または同一生計配偶者、もしくは扶養親族が身体障害者手帳、療育手帳、また
は精神障害者保健福祉手帳を所持する場合、所得税及び市・県民税が減額となる場合
があります。
　また、前年の合計所得金額が135 万円以下（給与所得者の年収に直すと204 万4
千円未満）であった人は市・県民税はかかりません。
② 軽自動車税の減免
　本人または生計をともにする方が軽自動車を所有し、障がいのある人のために使用
する場合には1 台分の軽自動車税が減免されます。

軽自動車税（種別割）の減免

1

軽自動車を所有し、障害者のために使用
する場合は軽自動車税（種別割）の減免
を実施している。
R4年度実績　250台
R5年度実績　257台
R6年度実績　327台

今後も市民税の一定の控除及び軽自動車
税（種別割）の減免を実施していく。

(5) その他 障がい福祉課

① 自動車税の減免【千葉県自動車税事務所】
　障がいのある人または生計をともにする方が自動車を所有し、障がいのある人のた
めに使用する場合には1 台分の自動車税が減免されます。
② 運賃等の割引【各交通事業者】
　各種障害者手帳の所持者は、鉄道運賃、航空運賃、有料道路通行料金の割引が受け
られる場合があります。
　自動車税の減免や運賃等の割引等各種手帳所持者の方が利用できる制度について、
広報いんざい、市ホームページ、障がい福祉のしおりを活用する等して積極的な情報
提供を行っています。

①普通乗用車自動車税の減免申請（生計同一証明書の発行）
②有料道路における障害者割引制度のご案内
③鉄道、バス、航空等割引運賃のご紹介

3

①生計同一証明書発行数
Ｒ６年度：１４７件
②有料道路における障害者割引申請数
Ｒ６年度：５９０件

障害者手帳交付時、該当する人に制度を
案内し、必要な方には申請を促していま
す。

取組３　経済的支援の推進

2



(1) 手話通訳者等の派遣 障がい福祉課

　聴覚に障がいがある人に対し、日常生活及び社会生活を営むために必要な手話通訳
者または要約筆記者を派遣しています。

意思疎通支援事業

3

R6実績：183人 今後も継続していく

(2) 手話通訳者の設置 障がい福祉課

　市役所に手話通訳者を設置し、手話通訳業務や手話通訳者等の派遣についてコー
ディネートを行うとともに、聴覚に障がいのある人の相談支援を行っています。

手話通訳者の設置

1

週4日、障がい福祉課に手話通訳者を配置
し、来所や訪問等で聴覚に障がいのある
人の支援を行ったほか、手話通訳者派遣
のコーディネートを行った。

今後も継続していく

(3) 聞こえについての支援 障がい福祉課

携帯型のヒアリングループシステムを貸し出し、団体活動において、補聴器などを使
用している人の聞こえについての支援を行っています。

ヒアリングループ貸出

3

R6年度実績：１件 今後も継続していく

(4) 手話ができる人材の育成 障がい福祉課

　手話奉仕員を養成すること等により、聴覚障がいについての知識や理解を深めてい
ただくとともに、手話ができる人材を育成しています。

手話奉仕員養成講座（後期）

1

手話奉仕員養成講座（後期）２７回実
施。
参加実人数１５名中６名（印西市）

今後も継続していく

(1) 地域生活支援拠点 障がい福祉課

　障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病
院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応することができる専門性を有
し、地域の生活で生じる障がいのある人やその家族の緊急事態への対応を図るため、
基幹相談支援センターや短期入所、共同生活援助などにより支援する地域生活支援拠
点を整備しています。

地域生活支援拠点事業

3

R６年度実績：なし 引き続き事業を継続していく。

(2) 地域自立支援協議会 障がい福祉課

　障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、相談支援
事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割
を果たす協議の場として、印西市地域自立支援協議会を設置し、生活・相談部会では
支援者向けの各種研修や情報交換を行い、その他精神障がいにも対応した地域包括ケ
アシステム構築に向けた協議なども実施しています。また就労支援部会では就労に向
けた各種イベントや市役所ロビーに各障害福祉事業所が販売している物品を展示し、
販売促進の支援を行っています。

自立支援協議会

3

（就労部会）
おしごと発見フェア・おしごと応援フェ
ア・いんざい障がい者就職面接会の開
催・市役所ロビーにて障害福祉事業所の
物品展示
（生活・相談支援部会）
障害者虐待防止・障害者差別解消（障害
者理解）、障害者虐待防止・障害者差別
解消啓発チラシの配布、障がい児及び保
護者等に対する取り組み、市内指定特定
相談支援事業所のネットワーク構築、精
神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ム構築に向けた取り組み、医療的ケア児
（者）支援に向けた取り組み

引き続き事業を継続していく。

(1)
「広報いんざい」の情報

内容の充実
秘書広報課

　障がい福祉の情報源として、障がいのある人に関する制度や取組、相談会等の情報
をわかりやすく表現する等、障がい福祉課と連携し「広報いんざい」の情報内容の充
実を図っています。

広報紙発行事業

2

広報紙を年２４回発行し、新聞折り込み
や各公共施設等に配置した。障がい福祉
課と連携し、制度周知等に努めた。

引き続き定期発行するとともに、分かり
やすい記事の掲載に努める。

(2) 市ホームページの充実 秘書広報課

　積極的な情報発信が行えるよう、職員に対しホームページ操作研修を実施し、掲載
情報の充実に努めています。

・ホームページ更新管理費
・ホームページ管理システム操作研修

2

ホームページ管理システム操作研修を開
催（1回・32人参加）

引き続き積極的な情報発信と分かりやす
いコンテンツ作成について周知を図る。

(3)
福祉サービスに関わる情

報提供の充実
障がい福祉課

　障がい福祉のしおりを作成し、福祉サービス等の内容や利用にあたっての手続き等
について、積極的に情報提供を行っています。
　また、精神保健福祉に関する窓口、制度、精神疾患に対する対応・予防や近隣の障
害福祉事業所を記載したパンフレットの発行や、乳幼児期から大人になるまでの相談
機関、利用できる事業所等をまとめたガイドを発行しています。
　その他、福祉サービスの内容や手続きについて、広報いんざい、市ホームページや
窓口等で、障がい福祉のしおりを活用する等して積極的に情報提供を行っています。

・障がい福祉のしおりの作成・配布
・.障がい福祉のしおりのホームページ掲載
・声の広報発行事業

3

・障がい福祉のしおりを作成・配布する
ことによりサービス利用の支援
・視覚障がいをお持ちの方に声の広報
（月２回）、議会だより（年４回）、障
がい福祉のしおり（年１回）を郵送。R6
年度実績：５名

引き続き事業を継続していく。

(4) 情報共有体制の強化 障がい福祉課

　市及び関係機関、市内サービス事業者等の連携により、相談情報やサービス情報の
一元管理を進めるとともに、関係機関による情報の共有を図り、必要な情報がどこで
も入手できる体制を整備しています。
　市関係各課や基幹相談支援センター等と相談業務について情報を共有し、連携を
図っています。

障がい福祉相談の共有
相談支援事業所連絡会や市及び基幹相談支援センター、各相談
支援事業所との相談や連携 3

地域自立支援協議会の生活・相談支援部
会として、相談支援事業所連絡会を開
催。また、基幹相談支援センターと各相
談支援事業所との相談や連携を実施。

引き続き事業を継続していく。

施策２　情報の提供

取組５　地域生活を支える体制の強化

取組４　意思疎通支援

取組１　情報提供体制の充実

3



(1)
市ホームページによる情

報伝達手段の工夫
秘書広報課

　やさしい日本語機能、文字の拡大や音声読み上げにより、高齢者や視覚に障がいの
ある人に配慮した情報提供に努めています。

ホームページ更新管理費

2

ふりがな機能、文字の拡大や音声読み上
げ機能、やさしい日本語への変換機能の
提供を継続した。

引き続き障がいのある人などに配慮した
情報提供に努める。

(2)

市立図書館の障がいに対
応する資料の充実とそれ
にアクセスするための体

制づくり

生涯学習課

　図書館では、拡大読書器の設置等、障がいのある人に配慮した備品の貸出や大活字
本等の資料提供を行っています。また、障がいのある人に向けて、無料で資料の宅配
や録音資料の郵送を行うとともに、窓口では筆談による対応や、館内で利用できる老
眼鏡の貸出を行っています。

・図書館資料の貸出し
・「広報いんざい」や図書館ホームページへの「障がいのある
人へのサービス」の紹介記事掲載

3

・障がいのある人に配慮した備品の貸出
の実績はなかった。大活字本の収集（41
冊）、貸出（1,811冊）を行った。
・「ＬＬブック」（日本語が得意でない
方や、知的障がいのある方をはじめとし
た一般的な情報提供では理解が難しい方
などにも、誰もが読書を楽しめるように
工夫してつくられた「やさしく読みやす
い本」）の収集を行った。
.・障がいのある人にむけて無料の資料宅
配サービスについて広報（１回）や図書
館ホームページ（１回）で周知を行っ
た。

引き続き事業を継続していく。

(1) 福祉総合相談窓口の設置 社会福祉課

　福祉総合相談窓口の設置により、組織を超えた横断的な支援体制の構築を推進し、
どこに相談してよいかわからない方への案内及び情報提供を行っています。

福祉の総合相談窓口業務

3

本庁内での福祉の総合相談窓口を継続し
つつ、R7年4月1日開設のコスモスパレッ
ト・パレットⅡでの福祉の総合相談窓口
の準備のため、窓口対応について他課と
の調整を図った。

引き続き事業を継続し、関係各課及び他
機関との連携を図り、支援体制の構築を
進める。また、新規開設の窓口について
市民への周知を図る。

(1)
相談機関の連携強化と情

報の共有
障がい福祉課

　相談支援関係機関が連携を図り、情報を共有することにより、各種ケースに応じた
相談を行っています。

相談支援事業
基幹相談支援センター

1

関係機関が連携を図り、ケース会議など
を開催しながら相談支援を実施。

引き続き事業を継続していく。

(2) 市民相談の実施 市民活動推進課

　日常生活における悩みや問題について、専門的な知識や経験を持つ相談員から、相
談者が自ら解決するための助言及び他の相談機関の情報等を受ける機会を提供するこ
とを通じて市民生活の向上に資することを目的とし、市民相談を実施しています。

1.法律相談
2.司法書士相談
3.税理士相談
4.人権よろず相談 3

実績／年間予定
１．法律相談：256件／288件
２．司法書士相談：71件／72件
３．.税理士相談：62件／72件
４．人権よろず相談：2件／48回

引き続き事業を継続していく。

(3)
基幹相談支援センターの

設置
障がい福祉課

　相談支援の中核的な役割を担う機関として基幹相談支援センターを設置し、24 時
間いつでも相談に対応できる体制を整備しています。

相談支援事業
基幹相談支援センター

1

電話や訪問、窓口で相談を受ける体制を
整えている。

引き続き事業を継続していく。

(4)
指定特定相談支援事業所

等の連携
障がい福祉課

　市内各指定特定相談支援事業所の相談員の連絡会を開催し、事例検討などの研修会
や情報交換を行うことにより相談員の質の向上や連携体制の構築を図っています。

自立支援協議会

1

Ｒ6実績：2回開催 引き続き事業を継続していく。

取組２　情報アクセシビリティの推進

取組２　専門的な相談体制の充実

施策３　相談支援

取組１　相談業務の充実

4



(1)
ボランティア養成講座の

開催
社会福祉協議会

　音訳ボランティア養成講座、生活支援サポーター養成講座、ボランティア入門講
座、傾聴ボランティア養成講座、子ども夏休み体験講座等を開催し、様々なボラン
ティアを養成しています。

1.子ども夏休み体験講座
2.ボランティア入門講座
3.傾聴ボランティア講座（ステップアップ編）
4.サマーチャレンジボランティア
5.音訳ボランティア養成講座（初級編）
6.生活支援サポーター養成講座

1

１．介助犬のクイズや実演をとおして、
障がい者福祉やバリアフリー社会につい
て考える機会を提供（19名）

２．ボランティアの基礎的な知識を学ぶ
ことで、ボランティア活動に参加する
きっかけ等を提供（10名）

３．傾聴の基本、認知症の理解と対応、
ロールプレイによる実習（延べ18名）

4.中学生以上を対象として、既存のボラン
ティア団体や施設等へ参加することで将
来的なボランティア参加の切っ掛けとし
た（延べ164名）

5．音訳の基礎となる知識、技術並びに心
構えの体得（延べ55名）

6．担い手としての必要な知識を学び、活
動へつなげる（延べ44名）

引き続きボランティアニーズの把握に努
めながらボランティア養成講座を開催
し、担い手であるボランティアの発掘・
育成に取り組んでいく。

(2) ボランティア情報の提供 社会福祉協議会

　ボランティアセンターでは、ボランティア連絡協議会を構成する個人ボランティ
ア・ボランティア団体に対して、ボランティア情報の提供やボランティアの交流支援
に努めています。
　また、ボランティア活動の啓発を目的とした「いんざい福祉まつり」を開催してい
ます。

1.ボランティア連絡協議会への協力
2.個人ボランティア交流会
2.いんざい福祉まつり

1

１．ボランティア連絡協議会が実施する
研修会・交流会等の活動を支援すること
でボランティア同士の交流支援に務め
た。また、社協ホームページにボラン
ティア養成講座の案内や講座の報告とし
て6件、ボランティア募集の案内として8
件掲載することで情報の提供を行った。

２．個人ボランティア交流会を開催し11
名が参加した。

３．「いんざい福祉まつり」を開催し、
ボランティア団体や障がい者施設等の模
擬店、自主製品販売、ロビーでの活動発
表を行い、地域住民との交流に取り組ん
だ。（27団体・485名来場）

引き続き様々な媒体を活用して、イベン
トや活動の様子などボランティア情報の
提供に取り組んでいく。
また、「いんざい福祉まつり」を引き続
き開催していく。

(3) ボランティア活動の支援 社会福祉協議会

ボランティアセンターでは、ボランティア登録の際にボランティア保険の掛金の一部
を負担しています。また、登録団体に対し、千葉県地域ぐるみ福祉振興基金を財源に
ボランティアの活動助成を行っています。
個人ボランティア、団体で構成されるボランティア連絡協議会が実施する研修会、交
流会等の活動に対し支援しています。
また、ボランティアの交流、活動の発表の場として「いんざい福祉まつり」を開催し
ています。

1.ボランティア活動への支援
2.ボランティア連絡協議会への協力
3.いんざい福祉まつり

1

１．ボランティア登録　登録者総数：
1,271名、団体：48団体。
個人ボランティア交流会を開催し、個人
ボランティア同士の交流を行った（参加
者11名）

２．ボランティア連絡協議会の役員会や
交流会・研修会等の事業に協力した。

３．「いんざい福祉まつり」を開催し、
ボランティア団体や障がい者施設等の模
擬店、自主製品販売、ロビーでの活動発
表を行い、市内の地域住民との交流に取
り組んだ。（27団体・485名来場）

引き続きボランティアセンター機能の充
実に取り組んでいく。

(4)
市民活動の支援と情報提

供
市民活動推進課

　市民活動支援センターにおいて情報の収集・提供を行うとともに、協働事業の推進
や、「公益信託まちづくりファンド」による資金面の支援により、市民活動を支援し
ています。

1.市民活動に関する相談、人材の育成、活動と交流の場の提供
や　情報の発信・収集（広報紙、ホームページ、メルマガ）
2.企画提案型協働事業
3.公益信託まちづくりファンド 3

・企画提案型協働事業採択件数
　Ｒ6年度9件
・まちづくりファンド助成件数
　Ｒ6年度22件

引き続き事業を継続していく

(5) ＮＰＯ法人設立の支援 市民活動推進課

　市民活動支援センターにおいて、相談の場や事務手続きのノウハウ等を提供するこ
とで、市内におけるNPO法人の設立に対して積極的な支援・調整を行っています。

1.市民活動団体（NPO等）に関する相談事業や情報の発信・
収集

3

・市民活動団体（NPO等）からの相談件
数　120件
・NPO法人認証数 2024年度37団体
（千葉県HP NPO法人認証状況等より）

引き続き事業を継続していく

(1) 福祉人材の確保・定着 障がい福祉課

　事業所や先進自治体等からの情報収集を行い、人材確保状況の現状把握に努めてい
ます。

手話奉仕員養成講座（後期）

1

手話奉仕員養成講座（後期）２７回実
施。
参加実人数１５名中６名（印西市）

今後も継続していく

取組２　福祉人材の育成・支援

施策４　支援者の育成

取組１　ＮＰＯ法人・ボランティア等の育成・支援

5



事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入ください。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入ください。

(1)
市民に対する障がい福祉への理

解促進
障がい福祉課

　各種講座やアートフェス等の実施を通じて、市民の障がい福祉への理解促進に努めています。 ・精神障がい理解促進講座
・アートフェス（障がい者作品展）

3

・精神障害についての理解を深めるための講座を開催
（年３回）
・アートフェス（障がい者作品展）を開催（年１回）

引き続き事業を継続していく。

(2)
社会福祉協議会の広報活動の充

実
社会福祉協議会

　「ふくし印西」や社会福祉協議会のホームページを活用して地域福祉に関する情報を提供して
います。「ふくし印西」は、新聞折込のほか、行政の出先機関窓口や福祉関係機関窓口に配付
し、ホームページへの掲載も実施しています。
　市内小学校児童に「福祉の耳よりだより（ふくみみ）」を配布し、福祉情報の啓発を行うこと
で福祉教育に努めます。
　また、視覚に障がいのある人に対して音訳したものをCD へ録音し配付しています。

1.ふくし印西の発行
2.ホームページの更新
3.ふくみみの発行
4.視覚障害者支援事業

1

１．年に3回発行（１号平均約17,600部）。新聞折り

込み、保育園・小中高等学校・障がい者施設等へ送付、
行政施設窓口へ配架。写真、イラストを多様するなど見
やすい広報作りに取り組んだ。新聞未購読世帯の郵送希
望世帯へ郵送配付を行った。（19世帯）

２．ホームページに市社協及び支部社協の事業を掲載
し、福祉情報を提供した。

３．市内小学校児童にふくみみを配布し、福祉情報の提
供を行った。（８，１７９部）

４．視覚に障がいのある人に対して、市及び社協の広報
を音訳しCDの配布を行った。（240本/年）

引き続き必要な情報提供を行うように取り組んでいく。

(3)
障害者差別解消法・障害者虐待防

止法の周知
障がい福祉課

　「障がいのある人への応対ガイドブック」を作成し、市職員と障害者団体への配布を行ってい
るほか、市内小中学生に対し、理解促進のためのパンフレットの作成及び配布を行い、市職員や
一般市民、事業所等を対象に研修会等も実施しています。
　また、障がいのある人に対する虐待を未然に防ぐため、ホームページによる障害者虐待防止法
の周知及び関係事業所への研修会等を実施しています。

障害者虐待防止研修
障害者虐待防止事業所訪問研修
障害者差別解消研修会 3

・障害者虐待防止研修　受講者１９名
・障害者虐待防止事業所訪問研修　受講者６３名
・障害者差別解消研修会（年１回）

引き続き事業を継続していく。

(4) 人権擁護の推進 市民活動推進課

　市民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員の活動を支援
し、人権擁護に関する啓発等を実施しています。

1.人権教室
2.人権啓発活動

3

１．人権教室の実施：小学校１6校・中学校８校
２．人権啓発活動の実施：年１回（イオンモールコスモ
ス広場）

引き続き事業を継続していく。

(1)
小中学校における特別支援教育

の推進
指導課

　共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築を目指し、児童生徒一人ひとりの
教育的ニーズに対応した特別支援教育を推進しています。

就学相談
個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用
合理的配慮の提供

1

　就学前の相談件数は141件あり、一人一人の教育的
ニーズに合った就学先を決定した。
全小中学校で、個別の教育支援計画及び個別の指導計画
を作成し、活用を図った。
　保護者から申請があった合理的配慮は合意形成後、提
供した。

今後も実施していく。

(2) 出前講座による福祉教育 生涯学習課

　市民の健康・福祉への関心は極めて高いことから、出前講座メニュー拡充のため関係課へ積極
的に働きかけています。

1.印西市生涯学習まちづくりで出前講座
2.生涯学習ガイド

3

1.印西市生涯学習まちづくり出前講座を作成（令和６年
度の健康・福祉関係の講座利用数は12件あった）
2.令和６年度生涯学習ガイドを令和６年３月に発行
（300部）

引き続き事業を継続していく。

(1) 日常生活自立支援事業 社会福祉協議会

　高齢者や障がいのある人の在宅生活を支援するため、金銭管理、財産保全、福祉サービス利用
援助を行っています。

日常生活自立支援事業

1

・相談件数29件のうち、障がい（知的・精神）での相
談は4件。その中で利用開始となった者は2名。
・障がい分野の人の支援実績は、利用者18名、支援回
数401回実施した。

引き続き事業を継続していく。

(2)
千葉県障害者差別禁止条例の周

知
障がい福祉課

　千葉県が制定した「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の市民への
周知を図るとともに、県と歩調を合わせながら、障がいのある人に対する差別の防止に努めてい
ます。

障がい者差別解消に関する各種啓発事業

2

障がい者差別解消研修会開催。（１回） 引き続き事業を継続していく。

(3)
印西市障がい者虐待防止センター

の設置及び周知
障がい福祉課

　本市では、2013（平成25）年度に障がい者虐待防止センターを設置し、翌年には、「いんば
障害者相談センター」に委託し24 時間対応の相談体制を整備しています。

印西市障害者虐待防止センターの設置及び周知

1

いんば障害者相談センターに障害者虐待防止センターを
委託し、ホームページや研修等で周知している。

引き続き事業を継続していく。

基本目標２　地域共生社会の実現に向けた取組

施策１　周知啓発・福祉教育

取組１　権利擁護体制の強化

取組１　理解の促進・啓発活動の充実

取組２　福祉教育の推進

施策２　権利擁護

進捗確認表【基本目標２】　印西市障がい者プラン

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和６年度の評価
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(4)
成年後見制度の利用支援及び促

進

障がい福祉課・高
齢者福祉課・社会
福祉課・社会福祉

協議会

　2023（令和５）年度に中核機関の機能を備えた成年後見支援センターを設置し、制度の周知
や専門職による相談会の実施、研修会の開催、市民後見人養成講座の開催等を行っています。ま
た市長による申立てや後見人等への報酬助成等により、成年後見制度の利用支援を行っていま
す。

【社会福祉課】
成年後見制度利用促進のための周知活動
成年後見制度利用促進会議等の開催

【障がい福祉課】
成年後見制度市長申し立て
後見人等報酬助成

【社会福祉協議会】
1.成年後見制度相談会
2.出前講座
3.専門職向け成年後見制度講座
4.成年後見制度講演会 1

【社会福祉課】
チラシやホームページで、制度の周知及び成年後見支援
センターの周知を行った。また、成年後見制度利用促進
会議を開催し、「印西市成年後見制度利用促進実施計
画」の進捗確認や実績報告等を行った。

【障がい福祉課】
・令和６年度の市長申し立ては０件
・後見人等報酬助成は５件（1,180,672円））

【社会福祉協議会】
１．相談会（11回）では18件の相談があった。その他
に、成年後見支援センター職員が対応した初回相談受付
が47件あった。
２．出前講座の実績は0件だったが、団体等の集まりに
制度説明を行った。
３．専門職向け講座を実施し、市内ケアマネージャーや
施設職員を中心に20名の受講があった。制度を活用し
た事例等を通して理解を深めていただくことができた。
４．講演会では、漫才師による講演と弁護士講義の内容
で実施し、定員上限の50名の参加があった。楽しく学
んでいただく良い機会となった。

引き続き事業を継続していく。

事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入ください。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入ください。

(1) 生涯学習活動の推進 生涯学習課

　生涯学習に関わる講演会等において、必要に応じて手話通訳者や要約筆記者等を派遣し、障が
いのある人でも気軽に参加できるよう支援しています。
　また、図書館のイベント等においても、障がいのある人でも気軽に参加できるよう筆談等の必
要な支援をしています。

令和７年印西市二十歳を祝う会
社会を明るくする運動青少年健全育成大会

1

令和７年印西市二十歳を祝う会及び社会を明るくする運
動青少年健全育成大会において、手話通訳者または要約
筆記者等を派遣し、障がいのある人でも気軽に参加でき
るよう支援した。

引き続き、必要に応じて手話通訳者や要約筆記者等を派遣し、
障がいのある人でも気軽に参加できるよう支援しています

(2) 障がいのある人のスポーツ振興
スポーツ振興課
障がい福祉課

　障がいの有無に関わらず気軽に楽しむことができるニュースポーツの紹介・普及活動を実施し
ています。千葉県障害者スポーツ大会の周知及び参加者の取りまとめを行い、大会に市職員が同
行しています。

【スポーツ振興課】
ニュースポーツ教室・大会の実施
【障がい福祉課｝
千葉県障害者スポーツ大会の周知及び参加者への同行

1

【スポーツ振興課】
ニュースポーツ教室９回（参加者271名）
ら・ら・らスポーツ祭１回（参加者32名）
【障がい福祉課】
大会の参加支援を行うために事前の会議に出席し、当日
の会場運営、参加者への同行を行った

【スポーツ振興課】
引き続きニュースポーツ教室・大会を実施し、誰もが楽しめる
ニュースポーツの普及活動に努める。
【障がい福祉課】
引き続き事業を継続していく。

(1) 障害者団体の育成・支援 障がい福祉課

　障害者団体の活性化と自立した活動を支援するため、市内障害者団体で構成される印西市障害
者団体連絡協議会が主催するイベントの情報提供や活動費用の助成等を行っています。

印西市障害者団体連絡協議会等補助金

1

障害者団体連絡協議会へ100,000円
各障がい者団体へ50,000円（5団体）
 

引き続き事業を継続していく。

(2) 福祉活動の拠点 社会福祉課

　印西市地域福祉センター、印西市草深ふれあい市民センター及び印西市牧の原地域交流セン
ター等、地域の福祉活動の拠点となっている施設の適切な維持・管理を行うとともに、障害者団
体やボランティア、福祉活動を行う市民団体の活動の場として施設を提供しています。

・クリオネクラブ事業
・ヘルスアップ教室事業
・シルバー人材センター事業
・船穂・牧の原地域包括支援センター事業 3

障がい者団体やボランティア団体等に対して、福祉活動
の場を提供するとともに、子どものふれあいの場や高齢
者の交流の場として活用された。印西市草深ふれあい市
民センターについては、令和６年度改修工事のため全館
休館とした。

福祉活動の拠点として活用されるよう、施設の適切な維持、管
理に努める。

(3) ふれあいの機会の発信 障がい福祉課

　障がいのある人達との交流の機会を持ちたい方が、どこでその機会を得られるのか情報が取得
しにくい状況となっています。

・デイケアクラブ心のいずみ

3

・デイケアクラブ心のいずみ（月２回開催）
　令和６年度参加延人数８１人

引き続き事業を継続していく。

施策３　社会参加・地域活動

取組１　生涯学習・スポーツ活動等の推進

取組２　障害者団体の活動支援

基本目標２　地域共生社会の実現に向けた取組

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和６年度の評価
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事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入くださ
い。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入くだ
さい。

(1)
障害者就労支援相談員の

設置
障がい福祉課

　専任の就労支援相談員を配置して、就労を希望する障がいのある人の個別
ニーズを把握し、就業率の向上に努めています。
　就労支援相談員は、障害者就業・生活支援センター等と連携し、個別相談、
会社や就労施設への同行のほか、就労可能な障がいのある人にはハローワーク
成田を中心に求人情報の提供や定着支援、企業開拓支援等、幅広い活動により
就労につなげています。

就労相談員の設置

1

ふれあいサポートセンターに就労支援相談
員を設置している。

引き続き事業を実施していく。

(2) 障がい者雇用の促進 人事課

　本市では、障がいのある人の雇用を促進し、「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」で定められた法定雇用率の達成に努めています。
　また、障がいのある人の活躍を持続的に推進するため、その活躍の場を拡大
する取組を不断に実施する等、自律的なPDCA サイクルを確立できるよう「障
害者活躍推進計画」を策定しています。

・障がいのある方を対象とした会計年度任用職員の募集及び任用
・障害者活躍推進計画（計画期間：令和７年度から令和１１年度まで）
を策定

3

障がいのある方の実雇用率：
（R5年度）市長部局2.79％
教育委員会3.12％
（R6年度）市長部局3.00％
教育委員会3.84％
両年度とも法定雇用率を満たす雇用を達成
している。

引き続き雇用を促進していく。

(3) 就労に関するイベント 障がい福祉課

　障がいのある人の就労を支援するため、求職者と求人企業を結ぶ企業説明会
を開催しています。
　また、障がいのある人のよりよい生活や就労を促進するため、「お仕事発見
フェア」や「お仕事応援フェア」等のイベントを開催しています。

自立支援協議会（就労部会）
・いんざい障がい者就職フェア

1

・いんざい障がい者就職フェア　求人数16
名

引き続き事業を実施していく

(1) 優先調達の推進 障がい福祉課

　市の関係各所に障害者就労支援施設等が供給できる物品等について情報提供
し、物品等調達額の増加に努めています。

自立訓練、就労相談及び特定相談支援事業

3

R6年度実績
自立訓練　実人員：３０名　延人員：２４
０名

引き続き事業を実施していく

(2) ハローワークとの連携 障がい福祉課

ハローワークと連携し、障がい者雇用を検討している企業と就労希望の障がい
のある人との面接会を行っています。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築会議・研修会

3

R6年度実績
会議：5回開催　研修：1回開催

引き続き事業を実施していく

(1) 社会的自立に向けた支援 障がい福祉課

　ふれあいサポートセンターいんざいにおいて、生活訓練を行い、社会活動へ
の参加の拡大を図り、障がいのある人の社会的な自立の支援を行っています。

自立訓練、就労相談及び特定相談支援事業

3

R6年度実績
自立訓練　実人員：３０名　延人員：２４
０名

引き続き事業を実施していく

(2)
精神障がいにも対応した
地域包括ケアシステムの

構築
障がい福祉課

　地域共生社会の理念のもと、精神障がいのある人が、地域の一員として安心
して自分らしい暮らしをすることができるよう、地域自立支援協議会を中心と
して関係機関と重層的に連携し、医療、障がい福祉や介護、企業や地域、教育
等が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を進めます。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築会議・研修会

3

R6年度実績
会議：5回開催　研修：1回開催

引き続き事業を実施していく

取組１　地域生活への移行及び継続の支援

進捗確認表【基本目標３】　印西市障がい者プラン

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和６年度の評価

基本目標３　地域生活への移行支援・就労支援

施策１　就労支援

施策２　地域移行・継続支援

取組１　障がいのある人の就労に向けた支援

取組２　企業等の雇用促進支援

8



事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入くださ
い。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入くださ
い。

(1) 育児・相談の充実 子ども家庭課

　健診を通して乳幼児の身体的・精神的発達の状況をスクリーニングし、医療・
検査等を早期受診することで、必要な支援・サービスを紹介することができるよ
う事業を継続しています。各種健診の受診率はすべて高い水準を維持していま
す。

1.健康診査
・新生児聴覚スクリーニング検査、乳児健康診査（3-6か月、9-11か
月）（個別）
・1歳6か月児健康診査（集団内科健診等、個別歯科健診）
・2歳児歯科健診（個別歯科健診）
・3歳児健康診査（集団内科健診等、個別歯科健診）
・幼児健診事後指導事業

2.相談・教育（相談含む）
・育児相談（ころころ相談（４か月児）、子育て相談等）
・離乳食教室
・妊娠子育て相談LINEこまつな
・５歳児相談

2

１．健康診査
・乳児健康診査（延1670人）
・1歳6か月児健康診査（集団内科健診受
診率95.0％、個別歯科健診受診率
86.0％）
・2歳児歯科健診（個別歯科健診受診率
81.3％）
・3歳児健康診査（集団内科健診受診率
94.8％、個別歯科健診受診率74.7％）
・幼児健診事後指導事業

２．相談・教育（相談含む）
・育児相談（ころころ相談受診率58.4％）
・離乳食教室（延177人）
・妊娠子育て相談LINEこまつな（延228
人）
・５歳児相談（53人）

引き続き事業を継続していくとともに、市民の
需要や状況に合わせた支援ができるように検討
する。
ころころ相談は対象者を乳児期全体に拡大し、
乳児健康診査やこんにちは赤ちゃん訪問（助産
師訪問）のフォローなど一人一人の状況に応じ
たきめ細やかな相談の場とする。
児童館等への巡回相談の職種に、栄養士、歯科
衛生士に保健師を加え、来館者のその時々の悩
み事や相談に対応できるようにする。
令和7年度から１か月児健康診査（個別）を実
施する。
育児に心配なことが多い保護者に対する小集団
での子育て支援事業「おいでヨ！」を５年ぶり
に再開する。

(2)
子ども発達センターでの

相談の充実
障がい福祉課

　児童発達支援センターとして、子どもの成長や発達の心配についての相談を受
け、各専門職がアドバイスを行うとともに、幼稚園や保育園への巡回相談の実施
及び保健センターや教育関係機関との連携を図っていきます。また、障害児通所
支援などを利用する際の相談、各種福祉サービスの情報提供を行うなど、心身の
発達に遅れのある児童への一貫した支援体制の充実に努めています。

１．発達相談
２．小児神経相談
３．言語聴覚相談
４．作業療法相談
５．運動発達相談
６．巡回相談

2

１．発達相談　　　　延　410人
２．小児神経相談　　延　　12人
３．言語聴覚相談　　延　266人
４．作業療法相談　　延　122人
５．運動発達相談　　延　147人
６．巡回相談　　　　延　　91人

引続き事業を継続していくとともに、関係機関
との連携、支援体制の充実に努めていく。

(3) 利用者支援事業の充実 子育て支援課

　子育てへの不安や悩みを解消し、安心して子育てができることを目的に、教
育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供、必要に応じた相談・助言、
関係機関との連絡調整等を行い、様々な子育て支援サービスの利用にあたってサ
ポートを行っています。また、子育て支援課に利用者支援専門員（子育てコン
シェルジュ）を配置し、窓口や電話での相談のほかに児童館及び子育て支援セン
ター等の子育て支援施設等において子育て移動相談を行っています。

利用者支援事業
・子育てコンシェルジュ移動相談

3

Ｒ6年度実績
　相談件数　294件
　（うち移動相談件数は、278件）

引き続き事業を実施していく。

(4)
地域子育て支援拠点事業

の充実
子育て支援課

　少子化や核家族化が進む中、子育てへの孤立化や育児不安を防ぎ、子育てを身
近な地域で支えていくため、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開
設し、子育てについての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行っていま
す。

地域子育て支援事業

3

R6年度実績
　実施施設　22ヶ所
　事業利用者数　70853人

引き続き事業を実施していく。

(5) 家庭児童相談の充実 子ども家庭課

　子どもが心身ともに健やかに育つよう、子どもと家庭の問題についての相談に
応じます。０歳から18歳未満の子どもに関する悩みや心配事について、家庭相談
員が相談者の気持ちを聴きながら一緒に考えます。

家庭児童相談

3

R６年度実績
相談件数3３５件

引き続き家庭児童相談を実施していく。

(1)
障害児通所支援事業の充

実
障がい福祉課

　障がいのある子どもが、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への
適応訓練、社会との交流促進のための専門的な支援を受けられるよう、児童発達
支援・放課後等デイサービス等の提供を行っています。

児童発達支援
放課後等デイサービス

3

【実人員】
児童発達支援：339人
放課後等デイサービス：329人
【延人員】
児童発達支援：3,290人
放課後等デイサービス：3,317人

引き続き事業を継続していく。

(2) 療育関係機関の連携強化 障がい福祉課

　乳幼児期から高等学校卒業時期までのサポート体制を強化するために、地域自
立支援協議会を中心に子ども発達センター、保健センター、指導課、保育課、子
育て支援課及び障がい福祉課が相互に連携し、情報の共有と協働した取組の推進
により、地域における療育体制を強化しています。
また、「いんざいこどもサポートガイド」を発行し、障がいのある子どもが成長
する過程で利用できる様々なサービスの紹介を行っています。

いんざいこどもサポートガイド

1

いんざいこどもサポートガイド700部発行 引き続き事業を継続していく。

進捗確認表【基本目標４】　印西市障がい者プラン

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和6年度の評価

基本目標４　障がいのある子どもの成長支援

施策１　一貫した支援体制の整備

取組１　相談体制の充実

取組２　療育体制の充実

9



事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入くださ
い。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入くださ
い。

(1)
保育における障がいのあ
る子どもの受け入れ体制

の充実
保育幼稚園課

　年々、障がいのある子どもの保育所等の入園申し込みが増えていますが、加配
保育士や看護職の確保が難しく、入園の対応に苦慮しています。
　市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、多様な保育サービスの展開
や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、障がいのある子どもの受け入れ
体制の整備、また、経済的、精神的負担の軽減等、子育て家庭への適切な支援体
制を図っています。

１．保育園入園事務
２．保育園等運営費補助金（特定乳幼児受入れに要する経費）

3

１．広報誌による公立保育園の保育士、看
護師の職員募集（年１２回）
２．民間保育園等への補助金交付（１５施
設）

引き続き体制づくりに努めていきます。

(2)
学童保育における障がい
のある子どもの受け入れ

体制の充実
生涯学習課

　年々、障がいのある子どもの学童保育の利用が増えており、指導員も対応に苦
慮しています。障がいの理解を深める講演会や研修会に参加し、適切な保育の提
供に努めていく必要があります。

放課後児童指導員認定資格研修

3

障がいの理解を深める講演会や研修会に参
加し、適切な保育ができるよう努めた。
令和6年度：研修受講者数　４４名

引き続き体制づくりに努めていきます。

(3)
特別支援教育の支援体制

づくり
指導課・学務課

　共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進を支える学校体制づくりに努めて
います。

【指導課】
印西市特別支援連携協議会，専門家チーム会議、5課担当者会議の実施
専門家チームによる学校支援

【学務課】
学習指導員及び介助員の配置
きめ細やかな教育の充実事業

1

【指導課】
特別支援連携協議会は２回実施した。専門
家チーム会議は年２回実施した。4課担当
者会議は計画どおり７回実施した。ネット
ワーク部会は２回実施した。

【学務課】
学習指導員及び介助員を計画どおり配置し
た。

【指導課】
より一層の教育と福祉の連携を図っていく。

【学務課】
学校の要望に最大限応えられるよう引き続き配
置する。

(4)
学校と関係機関の連携・

協力
指導課

　障がいのある幼児・児童生徒への指導・支援について、関係機関や教育資源を
有効に活用し、教育内容や方法の工夫・充実に努めています。

就学相談会
印西市内小・中学校への巡回相談
特別支援学校における巡回指導
特別支援アドバイザー派遣 1

関係機関と連携し、障がいのある子どもた
ちの教育的ニーズに応じた教育内容の工
夫・充実を行った。

引き続き、関係機関や教育資源を有効に活用し
ていく。

(5) 教育相談活動の充実 指導課

　児童生徒やその保護者、学校や教職員が抱える障がいに関する悩み等に対応す
るため、教育相談体制の充実に努めています。

夏季教育相談
教育相談（随時）
電話相談
ケース会議 1

適宜必要に応じて相談事業を実施した。８
月には、きこえの相談会、見え方相談会を
実施した。

今後も実施していく。

(6) 就学援助事業 学務課

　特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の就学に要す
る経費の一部を就学奨励費として支給しています。

特別支援教育就学奨励事業

1

各学校、保護者への周知ができ、小学校
8,685,728円、中学校3,678,902円を支
給することができた。

今後も学校および保護者に事業の周知を行って
いく。

取組３　学校等における支援の充実

基本目標４　障がいのある子どもの成長支援

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和6年度の評価
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事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入ください。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入くださ
い。

(1)
地域生活への移行支援及び入所

施設等への支援
障がい福祉課

　地域生活への移行が進む中、自立に向けた「就労及び日中活動の場」と「居
住」の支援が不可欠であり、居住環境の確保は重要な取組となります。本市で
もこれまで利用者ニーズの適切把握に努め、グループホームや通所施設の整備
に対する支援や、利用者の自立に向けた支援を行っています。また短期入所の
利用も依然としてニーズが高い状況にあります。

地域移行支援

3

R6年度実績
実人員：１０名
延人員：２０名

引き続き事業を実施していく

(1)
印西市都市マスタープランに基

づく都市づくりの推進
都市計画課

　印西市都市マスタープランに基づき、ユニバーサルデザインの考え方を取り
入れ、すべての人が利用しやすい都市づくりを進めています。

各課事業

3

都市マスタープランに基づき各課と連携し、取
組みを行っている。

引き続きユニバーサルデザインの考え方を取り
入れた都市づくりを推進していく。

(2)
多くの人が利用する施設のバリ

アフリー化
建築指導課

　千葉県では、障がいのある人等が安全かつ快適に施設を利用できるよう、
「千葉県福祉のまちづくり条例」を施行しており、福祉のまちづくりの総合的
な推進を図っています。

千葉県福祉のまちづくり条例の周知

1

千葉県福祉のまちづくり条例の特定施設に該当
する建築物の相談があった際に、案内をしてい
る。

周知及び案内を継続する。

(3)
道路・公園におけるバリアフリー

化の推進
道路建設課・都市整備課

　道路については、「印西市が管理する市道に係る移動等円滑化のために必要
な道路の構造に関する基準を定める条例」に基づき、障がいのある人等に配慮
した整備を行っています。
　また、公園の整備については、「印西市移動等円滑化のために必要な特定公
園施設の設置に関する基準を定める条例」に基づき、障がいのある人等に配慮
した整備を行っています。

【道路建設課】
小林駅南口駅前広場整備事業

【都市整備課】
・開発行為に伴う新設公園に関する、条例に基づいた公園整備の推進
・令和６年度松山下公園テニスコートスロープ改修工事

1

【道路建設課】
障がいのある人等に配慮した歩道を小林駅南口
駅前広場整備事業において1030㎡整備した。

【都市整備課】
・開発事業者と協議を行い、条例に基づき、障
がいのある方及び高齢者の方に配慮した公園整
備を行った。
・運動公園内に設置されたスロープの勾配を改
善する工事を実施した。

【道路建設課】
引続きバリアフリー化に配慮した事業を継続し
ていく。

【都市整備課】
引き続き条例に基づき、障がいのある方及び高
齢者の方に配慮した公園整備の推進、及び既存
施設の改善を行う。

(1) 避難施設等の整備・充実 防災課

　災害発生時に障がいのある人を含む、災害時避難行動要支援者が避難所で生
活を送るために必要となるベッドやトイレ、車いす等の資機材の整備や、福祉
避難所の確保を進めています。

・災害対策基本法改正等に伴う印西市地域防災計画の改訂。
・福祉避難所の協定締結推進
・災害応急資機材整備事業 3

・災害応急資機材整備事業 引き続き事業を継続していく。

(2) 災害情報の伝達方法の充実 防災課

　防災メールの登録者に対して携帯電話、パソコン等への災害情報の配信を
行っています。また、登録に関する市民への普及啓発を図っています。
防災メールのほか、有事の際の情報伝達手段として、防災行政無線、広報車、
ホームページ、エリアメール、緊急速報メール、防災エックス（旧ツイッ
ター）等を整備しているほか、避難所においては手話通訳等の配置に努める
等、障がいのある人に配慮した広報を行っています。
　また、「広報いんざい」に定期的に防災メール等の登録方法等を掲載し、障
がいのある人を含め、市民への普及啓発を図っています。

・災害時には防災無線・防災メール・ホームページ・防災エックス（旧
ツイッター）・広報車・コミュニティチャンネル等多くの伝達手段の確
保
・令和４年度から開始できるよう、電話・FAX・LINE・避難所ガイドと
の連携準備
・防災ポータルサイトの開設
・出前講座等での防災メール登録呼びかけ
・広報いんざい６月１５日号、９月１日号に災害総括とテレホンサービ
ス、防災メール登録の案内を掲載。

3

・防災情報について広報掲載（9回）及び防災
ポータルサイトへの掲載
・防災無線テレホンサービス及び防災メール登
録の広報掲載（通年）
・出前講座（13回）の実施
・防災行政無線の内容を登録制電話・FAX・
LINE・避難所ガイド・エックス（旧ツイッ
ター）による配信を実施

引き続き普及啓発を図る。

(3)
災害時避難行動要支援者の避難

体制の整備

社会福祉課・高齢者福祉課・
障がい福祉課・子ども家庭
課・子育て支援課・企画政策
課・市民活動推進課・防災課

　国の災害対策基本法により、印西市地域防災計画に基づき、災害時における
人的被害を最小限とするため、印西市避難行動要支援者避難支援計画を策定
し、避難行動要支援者名簿の作成や避難支援等関係者による支援体制の構築を
進めています。
　また、これまでに市内で障害福祉サービスを行う民間事業者（５者）と災害
発生時における福祉避難所の設営に関する協定書を交わし、災害時に安心して
避難ができるよう避難協力体制の構築を進めているほか、避難所において必要
とされる福祉用具等の確保を行うため、一般社団法人日本福祉用具供給協会と
物資供給に関する協定を締結しています。
　その他、市では災害時にストーマ装具を持ち出すことが困難な人が発生した
際に備え、緊急対応用のストーマ装具の備蓄や感染症の拡大に備えた物品等の
備蓄を行っています。

【社会福祉課】
名簿を最新の情報に更新した。
避難行動要支援者システムの導入
福祉部内研修会の実施
【障がい福祉課】
①ストーマ装具の購入
【防災課】
・避難行動要支援者避難支援計画の推進について、各地域において説明
会の開催
・避難行動支援者連絡会議の実施
【子育て支援課】
パンフレット等の配布
【子ども家庭課】
妊娠届出書等により、妊婦・新生児の名簿を定期的に最新の情報に更新
した

3

【社会福祉課】
避難行動要支援者システムにより、要支援者名
簿の更新及び管理行った。
また、OJTを開催したことにより、部内におい
て情報を共有し、支援体制の強化が図れた。

【企画政策課】
印西市国際交流協会において、災害時外国人支
援ボランティア登録制度を設け、その支援を企
画政策課で行っている。。

【子育て支援課】
社会福祉課が主管課となり、避難行動要支援計
画を基に関係部署との連携を図り、パンフレッ
トを1,000部子育て支援課窓口にて配布を行っ
た。子育て支援課での避難行動要支援申請の実
績はなし。

【防災課】
・避難行動支援者連絡会議を実施

【子ども家庭課】
名簿を更新し、非常用持ち出し袋に優先的に入
れるものとした。

【障がい福祉課】
ストーマ装具の備蓄及び避難行動要支援者名簿
を更新した。

引き続き事業を継続していく。

(4) 災害時保健医療体制の整備
健康増進課
子ども家庭課

　印西市地域防災計画に基づき、災害時の医療・救護体制について構築を進め
ています。また、地震等の災害時に避難所で使用することを想定し、アルコー
ル手指消毒液を備蓄しています。

【健康増進課】
アルコール手指消毒液の備蓄
【子ども家庭課】
助産に関わる医療体制の整備と助産師会や助産施設との協力体制を構築
する 2

【健康増進課】
アルコール手指消毒液の備蓄６００本（１L）

【子ども家庭課】
災害時助産活動に必要な物品を購入した。
協定機関との災害時保健活動（周産期を中心と
する）合同訓練実施に向けて関係機関、部署と
の検討・調整を実施した。

【健康増進課】
継続して実施。来年度は備蓄量を勘案し、３０
０本購入予定。
【子ども家庭課】
令和7年度秋に関係機関とともに第1回災害時
保健活動訓練を実施する。
以後、定期的に訓練ができるように調整する。

進捗確認表【基本目標５】　印西市障がい者プラン

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和６年度の評価

基本目標５　障がいがあっても安心して暮らせるまちづくり

施策１　住みやすいまちづくり・災害対策

取組１　住まいの支援

取組２　ユニバーサルデザインのまちづくり

取組３　災害等に備えた体制づくり
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事業概要 具体的な事業名

（評価）
１：完了（100％）
２：概ね完了（80％）
３：進行中（50％）
４：あまり進行していない
（20％）
５：事業実施していない

（評価時の現状）
⇒左記を選択した
理由や事業に関する実施内容・実績
等具体的な数値等があればご記入ください。

（策定後の方針）
⇒左記の内容を踏まえた今後の方針
具体的な数値目標等があればご記入くださ
い。

(1) 健康づくりの普及・啓発 健康増進課

　健康情報コーナー、広報いんざい、講座、講演会、イベント等を通じ、健康
づくりについての情報の発信・啓発を行うことで、障がいの予防等につなげて
います。

1.健康情報コーナー
2.広報いんざい、市ホームページ等
3.健康講演会
4.出前健康講座、依頼健康教育
5.各種イベントなどにおいて啓発

2

１．健康情報コーナーにて健康パンフレットや
ウォーキングマップなどを配布。
２．.広報いんざい（毎月）
３．健康講演会（1回）
４．出前健康講座（９回）、依頼健康教育（１
５回）

健康情報コーナーや広報などでの情報発信と、
出前健康講座や依頼健康教育、健康講演会を引
き続き実施していく。

(2) 健康教育の推進 健康増進課

　出前健康講座、依頼健康教育、ヘルスアップ教室、健康講演会等を通じて、
健康増進に関する正しい知識の普及を図ることで、生活習慣病を原因とした身
体障がいや、心の健康を損ねることによる精神障がいの予防につなげていま
す。

1.出前健康講座
2..依頼健康教育
3.ヘルスアップ教室
4.健康講演会 2

1.出前健康講座（９回　１０３人）
2.依頼健康教育（１５回　２２９人）
3.ヘルスアップ教室　特別イベント
　（１１回　１５７人）
4.健康講演会（１回　７６人 ）

出前健康講座や依頼健康教育、健康講演会、ヘ
ルスアップ教室をを引き続き実施していく。

(3) 健康づくり相談の充実 健康増進課

　健康全般に関する相談に対し、保健師・栄養士・歯科衛生士等が助言及び指
導を行い、市民の健康づくりや、障がいの予防、早期発見・早期治療を支援し
ています。

1.健康づくり相談

2

１．健康づくり相談
重点相談　９４８人、総合相談 ８人

継続して実施

(4) 健康診査事業 健康増進課

　健康診査及びがん検診を実施し、疾病の予防及び早期発見を推進すること
で、生活習慣病を原因とした身体障がいの予防につなげています。

１．特定健康診査、後期高齢者健康診査、40歳以上健康診査
２．39歳以下健康診査
３．肝炎ウイルス検診
4.　胃がん検診
5.　肺がん検診
6.　大腸がん検診
7.　子宮頸がん検診
8.　乳がん検診
9.　前立腺がん検診
１０．骨粗しょう症健診
１１．口腔疾患健診

1

1.　特定健康診査（4,484人）、後期高齢者健
康診査（３，６０１人）、40歳以上健康診査
（１９人）
2.　39歳以下健康診査（８０９人）
3.　肝炎ウイルス検診（442人）
4.　胃がん検診(3,216人）
5.　肺がん検診（4,996人）
6.　大腸がん検診（5,324人）
7.　子宮頸がん検診（6,719人）
8.　乳がん検診（7,873人）
9.　前立腺がん検診（1,273人）
１０．骨粗しょう症健診（1,000人）
１１．口腔疾患健診（２５６人）

継続して実施

(5) 学校保健事業の推進 指導課

　市内各学校を対象に、環境衛生検査や、健康に係る各種健(検)診及び保健指
導を行っています。

1.　定期健康診断
2.　小児生活習慣病予防検診及び予防教室
3.　歯科保健指導
4.　環境衛生検査

1

1.　定期健康診断（内科・歯科・眼科・耳鼻
科）の実施（全小中学校）
2.　小児生活習慣病予防検診及び予防教室の実
施（小５・中１・中３）
3.　歯科保健指導（小学校１8校、中学校９校）
4.　学校薬剤師による環境衛生検査（全小中学
校）

引き続き、関係機関と連携し、継続して実施し
ていく。

(6) 介護予防事業の推進
高齢者福祉課
健康増進課

　高齢者が要介護状態になることを予防し、また、要介護状態になっても有す
る能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防事業の充
実を図っています。
　いんざい健康ちょきん運動については、地域の実情を踏まえながら段階的な
取組を行っており、事業の周知拡大及び実施グループ数の増加等の成果が得ら
れています。

【高齢者福祉課】
１.いんざい健康ちょきん運動
２.のばせ！健康寿命
３.はじめよう！脳活問題集
４.介護支援ボランティア

【健康増進課】
1.出前健康講座
2.依頼教育

3

【高齢者福祉課】
1.いんざい健康ちょきん運動　（活動グループ
数　８６　３グループ増）
２.のばせ！健康寿命　（5回開催　延べ参加者
数　55名）
３.はじめよう！脳活問題集（3,400冊配布）
４.介護支援ボランティア　（57人登録、36施
設受入）

【健康増進課】
１．出前健康講座（9回）
２．依頼教育（15回）

【高齢者福祉課】
高齢者の就労や多様な社会参加が増えている状
況の中、ちょきん運動グループ数が増えている
ことから、その効果や意義の周知を図り、更な
るグループ数の増加をめざします。また、介護
予防教室の開催回数を増やすことで、参加実人
数を増やすことができたことから、今後も多く
の方が参加しやすい会場や内容を検討し、実施
していきます。

【健康増進課】
継続して実施

(1) 医療施設の整備 健康増進課

　現在、市内には、救命救急センターを設置する三次救急医療機関である日本
医科大学千葉北総病院、入院施設を持つ印西総合病院、西佐倉印西病院の３病
院が立地しています。

1.印西市公的病院等運営費補助金

1

印西総合病院に対し、1500万円の補助金を交
付した。

継続して実施

(2)
かかりつけ医に関わる啓発の推

進
健康増進課

　乳児相談、幼児健診等の機会や広報いんざい等を活用し、かかりつけ医を持
つことについて啓発を行っています。

1.健康情報コーナー
2.広報いんざい、市ホームページ等
3.出前健康講座、依頼健康教育
4.各種イベントなどにおいて啓発 1

【健康増進課】
広報・HP等に掲載（15回）

継続して実施

(3) 救急医療体制の整備 健康増進課

　救命救急センターを設置する三次救急医療機関をはじめとして、救急医療活
動が一層円滑に遂行されるよう医師会・消防等関係機関との連携を図り、救急
医療体制の充実に努めています。

1.印西市公的病院等運営費補助金
2.貸出用AEDの設置
3.コンビニエンスストアへのAED設置 1

1.印西総合病院に対し、1500万円の補助金を
交付した。
2.貸出用AEDの設置（2台）
3.コンビニエンスストアへのAED設置（既設：
35台）

継続して実施

(1) 自立支援医療 障がい福祉課

　①通院医療費自己負担額の９割を公費として負担し、精神に障がいのある人
の医療費の軽減を図ります。自己負担は原則として1 割ですが、所得水準や疾
病・病状等に応じて1か月の負担額に上限が設定されています。
　②更生医療費の給付は、身体障害者手帳の交付を受けた18 歳以上の人が、
障がいの程度を軽減または障がいを取り除く治療や手術（保険診療内）をする
ために必要な場合に給付されます。自己負担は原則として1 割ですが、所得水
準や疾病・病状等に応じて１か月の負担額に上限が設定されています。
　③育成医療の給付は、身体に障がいのある18 歳未満の児童で、指定育成医
療機関において入院・手術等により確実な治療効果が期待できる児童を対象
に、医療費の一部を公費として負担することで医療費の軽減を図ります。自己
負担は原則として1 割ですが、所得水準や疾病・病状等に応じて1か月の負担
額に上限が設定されています。

①自立支援医療（精神通院）医療費助成制度
②自立支援医療（更生）医療費助成制度
③自立支援医療（育成）医療費助成制度

3

①【通院】1,554人
②【入院】腎臓１人【通院】腎臓２８人、肝臓
１人、免疫１５人
③【入院】心臓、視覚、肢体不自由【通院】視
覚、肢体不自由、音声言語そしゃく

引き続き事業を継続していく。

(2) 重度心身障害者医療費助成 障がい福祉課

　身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ（A の丸囲み）からＡの２、及び精神
障害者保健福祉手帳１級等の手帳を所持している重度の心身障がいのある人の
医療費負担の軽減を図るため、医療費から保険給付の額を控除した額について
その費用の全部または一部を助成しています。

重度心身障害者（児）医療費助成制度

3

支払件数：26,743件（県補助対象のみ）
　　　　　38,100件（対象外含む）

引き続き事業を継続していく。

№ 施策名 担当課

事業概要と実施事業 令和６年度の評価

取組２　医療供給体制の充実

取組３　医療費の助成

取組１　健康づくり体制の充実

施策２　保健・医療

基本目標５　障がいがあっても安心して暮らせるまちづくり
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